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破産者等の個人情報を違法に取り扱っている事業者に対する

個人情報の保護に関する法律に基づく対応について 

 

 

令和５年１月 11 日 

 

 

 

 個人情報保護委員会は、破産者等の個人情報を違法に取り扱っている事業者に関して、 

個人情報の保護に関する法律が定める罰則に抵触していることを理由に、令和５年１月 11

日、関係捜査機関への告発を行いましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

個人情報保護委員会事務局 

 監視・監督室 

 電話：03-6457-9680（代） 
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破産者等の個人情報を違法に取り扱っている事業者に対する 

個人情報の保護に関する法律に基づく対応について 

 

令和５年１月 11 日 

個人情報保護委員会 

 

 個人情報保護委員会は、令和５年１月 11 日、多数の破産者等の個人情報等を個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）に反して

取り扱っているウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という。）の運営者（以下「本

件事業者」という。）について、個人情報保護法が定める罰則に抵触しているものとし

て、関係捜査機関への告発を実施した。 

 

１．個人情報保護委員会による命令への違反（個人情報保護法第 173 条） 

個人情報保護委員会は、以下の(1)から(3)のとおり、本件ウェブサイトにおける個

人情報等の取扱いが個人情報保護法に違反していると認め、本件事業者に対し、令和

４年 11 月２日付けで本件ウェブサイトを通じた個人データの提供を直ちに停止するこ

とを求める個人情報保護法第 145 条第２項に基づく命令を発出したが、正当な理由な

くその命令に係る措置がとられなかった。 

⑴  本件ウェブサイトでは、破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定を受けた

個人の氏名及び住所といった個人データ（個人情報）が、不特定多数の者による

当該個人に対する人格的・財産的差別が誘発されるおそれがあることが十分に予

見できるにもかかわらず、インターネット上に公開されている地図データと紐付

けられる形で表示されており、もって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発

するおそれがある方法により個人情報が利用されていることから、個人情報保護

法第 19 条に違反する事実がある。 

⑵  本件ウェブサイトでは、上記の方法により個人情報が利用されているにもかか

わらず、当該個人情報の取得後速やかにその利用目的が本人に通知され又は公表

されていないことから、個人情報保護法第 21 条第１項に違反する事実がある。 

⑶  本件ウェブサイトでは、上記のとおりインターネット上において個人データが

不特定多数の者から閲覧可能な状態に置かれており、もって、あらかじめ本人の

同意を得ないで個人データが第三者に提供されていることから、個人情報保護法

第 27 条第１項に違反する事実がある。 

２．個人情報保護委員会による報告徴収への違反（個人情報保護法第 177 条第１号） 

個人情報保護委員会は、本件事業者に対して、上記(1)から(3)における個人情報保

護法への違反について、令和４年７月 20 日付け及び令和４年 11 月２日付けで、個人

情報保護法第 143 条第１項に基づき報告を求めたが、本件事業者はいずれについても

対応期限までに報告をしなかった。 

 

以 上 

  



  

（参考） 

 

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）（抄） 

 

（不適正な利用の禁止） 

第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあ

る方法により個人情報を利用してはならない。 

 

（取得に際しての利用目的の通知等） 

第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的

を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなけ

ればならない。 

（後略） 

 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を

得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提

供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に

侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学

術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学

術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。）。 

（後略） 

 

（報告及び立入検査） 

第百四十三条 委員会は、第四章（第五節を除く。次条及び第百四十八条において同じ。）



  

の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿

名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者（以下この款において「個人情報取扱

事業者等」という。）その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又

は個人関連情報（以下この款及び第三款において「個人情報等」という。）の取扱いに関

し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等

その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問

させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

（勧告及び命令） 

第百四十五条 委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条（第

一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条（第四項を除き、第五項及び第

六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第二十

八条、第二十九条（第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）、第三十条（第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第

六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第三十二条、第三十三条（第一項

（第五項において準用する場合を含む。）を除く。）、第三十四条第二項若しくは第三項、

第三十五条（第一項、第三項及び第五項を除く。）、第三十八条第二項、第四十一条（第

四項及び第五項を除く。）若しくは第四十三条（第六項を除く。）の規定に違反した場合、

個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第

二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項

若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同

条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十

二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十

一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十

四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため

必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その

他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫し

ていると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

 

第百七十三条 第百四十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該

違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万

円以下の罰金に処する。 

一 第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報

告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若し



  

くは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

二 第百五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 

 


